
 
治山技術基準（昭和 46 年 3 月 27 日付け 46 林野治第 648 号林野庁長官通知）の一部改訂新旧対照表 

（下線部は改訂部分） 

改  訂  案 現    行 
 
 

 

 
 

 

1 

第１編 ～ 第３編 （略） 

 

第４編 地すべり防止事業 

 

第１章 事業の定義及び目的 （略） 

 

第２章 地すべり調査解析 

 

第１節  ～  第３節  （略）  

 

第４節  地形測量  

４－１  ・  ４－２  （略）  

 

４－３  航空レーザ測量  

航空レ ー ザ測量 は 、航空 機 に搭載 さ れたレ ー ザ測距 装 置によ り 、地形 の 三次元 座 標を

取得す る ものと す る。  
 

４－４  （略）  

 
第５節 ～  第７節  （略）  

 

第８節  地中変動量調査  

８－１  ～  ８－３  （略）  
 

８－４  地中伸縮計  

地中伸 縮 計によ る 観測は 、ボーリ ン グ孔等 を 利用し て 、基盤 面 に固定 し たワイ ヤ を地

表に誘 導 し、その 伸縮量 を 測定す る ことに よ り、地す べりの 移 動量を 把 握する た めに行

うもの と する ｡  
 
８－５ 多層移動量計  

 多層 移 動量計 に よる観 測 は、ボー リング 孔 を利用 し て各深 度 に固定 し たワイ ヤ を地表

に誘導 し 、その伸 縮量を 測 定する こ とによ り 、深度方 向の土 塊 の変動 を 把握す る ために

行うも の とする ｡  
 
８－６ （略）  
 

第１編 ～ 第３編 （略） 

 

第４編 地すべり防止事業 

 

第１章 事業の定義及び目的 （略） 

 

第２章 地すべり調査解析 

 

第１節  ～  第３節  （略）  

 

第４節  地形測量  

４－１  ・  ４－２  （略）  

 

４－３  航空レーザ測量  

航空レ ー ザ測量 は 、航空 機 に搭載 さ れたレ ー ザ計測 装 置によ り 、地形 の 三次元 座 標を

取得す る ものと す る。  
 

４－４  （略）  

 
第５節 ～  第７節  （略）  

 

第８節  地中変動量調査  

８－１  ～  ８－３  （略）  

 

８－４  地中伸縮計  

地中伸 縮 計によ る 観測は 、ボーリ ン グ孔等 を 利用し て 、基盤 面 に固定 し たワイ ヤ ーを

地表に 誘 導し、そ の伸縮 量 を測定 す ること に より、地 すべり の 移動量 を 把握す る ために

行うも の とする ｡  
 
８－５ 多層移動量計  

多層移 動 量計に よ る観測 は 、ボ ーリ ング孔 を 利用し て 各深度 に 固定し た ワイヤ ー を地

表に誘 導 し、その 伸縮量 を 測定す る ことに よ り、深度 方向の 土 塊の変 動 を把握 す るため

に行う も のとす る ｡ 

 
８－６ （略）  
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第９節 ・  第１０節  （略）  

 

第３章 地すべり防止工事計画 

 

第１節  ・  第２節  （略）  

 
第３節 地すべり防止工事計画の策定  

３－１  （略）  

 
３－２ 環境の保全  

地すべ り 防止工 事 計画の 策 定に当 た っては 、周辺環 境 の保全 を 図るよ う 努める も のと

する。  
 

第４節  （略）  

 

第４章 地すべり防止工の設計 

 

第１節  （略）  

 
第２節 測量  

２－１  （略）  
 

２－２ 測量の種類  
２－２ － １  （ 略 ）  

 

２－２ － ２  縦 断 測量  

縦断測 量 は、事 業 対象地 の 主要な 縦 断面の 地 形を測 定 し、そ の 成果に 基 づいて 縦 断面

図を作 成 するも の とする ｡  
 

２－２ － ３  横 断 測量  

横断測 量 は、事 業 対象地 の 横断方 向 の地形 を 測定し 、その成 果 に基づ い て横断 面 図を

作成す る ものと す る。  
 

第３節 抑制工の設計  

３－１  ～  ３－１１  （略）  
 

 

 

第９節  ・  第１０節  （略）  

 

第３章 地すべり防止工事計画 

 

第１節  ・  第２節  （略）  

 
第３節 地すべり防止工事計画の策定  

３－１  （略）  
 

３－２  環境負荷の低減  

地すべ り 防止工 事 計画の 策 定に当 た っては 、周辺環 境 に与え る 影響の 低 減を図 る よう

努める も のとす る 。  
 

第４節 （略）  
 

第４章 地すべり防止工の設計 

 

第１節  （略）  
 

第２節  測量  

２－１  （略）  
 

２－２  測量の種類  
２－２ － １  （ 略 ）  
 

２－２ － ２  縦 断 測量  

縦断測 量 は、施 工 対象地 の 主要な 縦 断面の 地 形を測 定 し、そ の 成果に 基 づいて 縦 断面

図を作 成 するも の とする ｡  
 

２－２ － ３  横 断 測量  

横断測 量 は、施 工 対象地 の 横断方 向 の地形 を 測定し 、その成 果 に基づ い て横断 面 図を

作成す る ものと す る。  

 
第３節 抑制工の設計  

３－１  ～  ３－１１  （略）  
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３－１２ 治山ダム等  

３－１ ２ －１  目 的  

治山ダ ム 等は、地 すべり 地 末端部 の 渓流の 縦 侵食及 び 横侵食 の 防止、地 すべり 地 から

の 流 出 土 砂 の 抑 止 ･調 節 、 又 は ダ ム の 堆 砂 に よ る 押 え 盛 土 効 果 を 発 揮 さ せ る こ と を 目 的

とする ｡  
 

３－１ ２ －２  位 置  

治 山 ダ ム 等 の 位 置 は 、 目 的 を 達 成 す る た め に 最 も 効 果 的 な 箇 所 を 選 定 す る も の と す

る ｡  
 
３－１ ２ －３  種 別と構 造  

治山ダ ム 等の設 計 に際し て は、目的 を達成 す るため に 最も効 果 的な種 別 及び構 造 等を

選定す る ものと す る ｡  
 

３－１３  （略）  

 
第４節 （略）  

 

第５章 地すべり防止効果の検証 

 

第１節  ・  第２節  （略）  

 
第３節 施工効果の検証  

３－１  ～  ３－３  （略）  

 
第４節 地すべり防止工の維持管理の検討  

地すべ り 防止工 の 効果判 定 及び地 す べりの 安 定度の 評 価に基 づ いて 、必 要な地 す べり

防止工 の 補修、 機 能回復 及 び追加 工 事を検 討 するも の とする 。  

３－１２ 治山ダム工等  

３－１ ２ －１  目 的  

治山ダ ム 工等は 、地すべ り 地末端 部 の渓流 の 縦侵食 及 び横侵 食 の防止 、地すべ り 地か

ら の 流 出 土 砂 の 抑 止 ･調 節 、 又 は ダ ム の 堆 砂 に よ る 押 え 盛 土 効 果 を 発 揮 さ せ る こ と を 目

的とす る ｡  
 

３－１ ２ －２  位 置  

治山ダ ム 工等の 位 置は 、目 的を達 成 するた め に最も 効 果的な 箇 所を選 定 するも の とす

る ｡  
 

３－１ ２ －３  種 別と構 造  

治山ダ ム 工等の 設 計に際 し ては 、目 的を達 成 するた め に最も 効 果的な 種 別及び 構 造等

を選定 す るもの と する ｡  
 

３－１３  （略）  
 
第４節 （略）  

 

第５章 地すべり防止効果の検証 

 

第１節  ・  第２節  （略）  

 
第３節 施工効果の検証  

３－１  ～  ３－３  （略）  

 

３－４  地すべり防止工の維持管理の検討 

地すべ り 防止工 の 効果判 定 及び地 す べりの 安 定度の 評 価に基 づ いて 、必 要な地 す べり

防止工 の 補修、 機 能回復 及 び追加 工 事を検 討 するも の とする 。  

附  則  
こ の 通 知 は 令 和 ６ 年 ２ 月 ９ 日 か ら 適 用 す る




